
  

Youtube で動画も公開されています。 

動画のリンクはこちら⇒ 

１１月１２日～２５日は 

「女性に対する暴力をなくす運動」週間です 

出雲市役所市民文化部市民活動支援課                            令和５年１１月発行        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４１号 

夫・パートナーからの暴力（DV）、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対

する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要

な課題です。暴力は相手を自分の思い通りにコントロール（支配）するための手段です。暴力がない関係を作

るためには相手との対等な関係作りが重要になります。 

 

 
DV には心への暴力、経済的な暴力、性

的な暴力、ネットでの暴力もあります。中で
も心への暴力の回復には長い時間がかか
ります。 
 
・ひどい言葉でののしる 
・おどし ・無視 
・束縛 なども心への暴力です。 

DV 被害者は「自分が悪かったから暴力を

受けたと自分を責める」傾向があります。 

暴力について打ち明けられた際 

「ふるわれた方にも原因がある」と言うこと

は、被害者を再度傷つけます。（これを「二次

被害」といいます。） 

「話してくれてありがとう」、「あなたは悪くな

い」を繰り返し伝えてください。 

DVは体への暴力だけでは 

ありません 

被害を受けたあなたは悪くない 
暴力はふるう方が悪いのです 

 

若者が DV の被害者にも加害者にもならないように、正しい知識や暴力の無い、

対等な関係作りを学びます。お問い合わせ：くすのきプラーザ    ２２－２０５５ 

デートＤＶ防止

出前講座 

出雲市男女共同参画センター（くすのきプラーザ） 〒693-0011 出雲市大津町 2096-3 

TEL:22-2055 FAX:22-2157  E-mail: women@local.city.izumo.shimane.jp 



  

  
 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 画 ニ ュ ス ― 

こどもや若者に対する性犯罪・性暴力は、被害にあった当事者のこころとからだに長期にわたり有害な影響を

及ぼす行為であり、大人になってからも長くそのトラウマに苦しめられることも指摘されています。今年７月に性犯

罪に関する法律の改正等が行われ、性犯罪に対する処罰のルールが大幅に変更されています。 

「性犯罪に関する法改正等」と「こども・若者の性被害防止」の 

ためにできること 

 

こどもが小さいときから、次のことを伝えましょう。 

 

◎水着で隠れる部分（プライベートゾーン）は見せない・ 

触らせないこと 

◎イヤな触られ方をされそうなときは、「イヤだ」「やめ

て」と言ってもいいこと 

◎自分という存在は大切で安全に扱われる存在であり、

また相手も自分のように大切で安全に扱われるべき

存在であること 

◎こども自身が保護者には知られたくないと感じる場合

でも、ワンストップ支援センターなど、信頼できる大人

に相談できる場所があること 

こどもの異変やＳＯＳに気付けるような関係・環境をつ

くるために、日頃から家庭内でコミュニケーションをとり、

こどもの気持ちをよく聴いてあげてください。 

被害は性別を問わず起こります！ 

「男性や男児が性被害にあうはずが

ない」、「男性なら抵抗できるはず」。

こんな思い込みはありませんか？ 

 

被害は性別にかかわらず誰にでも

起こりえます。 

望まない性行為は性暴力です。 

 

大人・身近な人に気を付けてほしいこと 

 

＊「そんなことはありえない」など被害者の話を

疑ったり、否定しないようにしましょう。 

＊「あなたも悪かった」「あなたが不注意だった」

「～しなければ良かった」など被害者の落ち

度を責めないでください。 

＊「たいしたことはない」、「早く忘れてしまえば

よい」など被害を軽いものとして扱ったり、無

理に忘れさせようとしたりしないでください。 

 

 

①強制性交等罪は「不同意性交等罪 

（同意がない性行為は犯罪となりうる）」に改正 

②性交同意年齢が１６歳未満に引き上げ 

③わいせつ目的での１６歳未満の者への面会要求などは犯罪 

（グルーミング・・・性的目的でこどもを手なづけコントロールす

ること） 

④性的な画像の盗撮は「撮影罪」 

⑤性犯罪の公訴時効期間が延長 

性犯罪に関する法改正のポイント 

11月は児童虐待防止 
推進月間です 

（出典・参考：内閣府 HP） 

身近な大人ができること 

 

 

 

フリーダイヤル ０１２０-２１０
に ゃ ん と

―１０９
ト ー ク

 

【相談できる日・時間】 

毎週金曜日・土曜日 夕方４:００～夜９:００ 

12 月２３日までの 

専門ダイヤルです 

被害を打ち明けられたら 



  

 
多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる時代へ  

 
 

 

LGBTQの人の割合は、左利きや血液型が 

AB型の人と同じ割合と言われています。 

多様な性だけでなく、や動きやすさ、過ごしや

すさの面からも配慮された制服も導入されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しまねっこちゃんねる 

動画のリンクはこちら⇒ 

 

お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者

のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、県

がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。 

・公営住宅の入居の申し込み 

・一部の医療機関での家族同様の面会 等 

に利用できます。 

詳しくは島根県パートナーシップ宣誓制度ホームページへ 

【問合せ先】 

人権啓発推進センター（松江）    ：０８５２－２２－６０５１  

西部人権啓発推進センター（浜田）     ：０８５５－２９－５５０３ 

 

② 参 画 二 ュ ス ― 

１９８９年 デンマーク 

世界で初めて同性カップルに登録パートナー

シップ法の制定 （２０１２年同性婚法制化） 

２００１年 オランダ 

法律上の同性同士の結婚が実現 

２０２３年９月現在  

３５の国・地域で同性婚が可能 

（出典参考：認定 NPO法人虹色ダイバーシティ） 

日本では２０１５年に東京都渋谷区・世田谷

区でパートナーシップ制度が開始。２０２３年５

月現在、５１７１組のカップルが登録し、３２８の

自治体でパートナーシップ制度が実施されて

います。 

（認定 NPO法人虹色ダイバーシティ調べ） 

世界の同性婚の動き 

日本のパートナーシップ制度 

パートナーシップ宣誓制度で 
できること 

1０月１日 島根県 
パートナーシップ宣誓制度開始 

動画も公開中 



  

●利用時間 ９：００～２２：００ 

●受付時間 ９：００～１７：００（日曜日・祝日を除く） 

●休 館 日 年末年始（12月 29 日～1 月３日） 

●Ｔ Ｅ Ｌ 22―2055 

●Ｆ Ａ Ｘ 22―2157 

 

 

 

くすのきプラーザは、豊かな緑と四季折々の
花々が楽しめる“くすのき広場”にあります。 

どなたでも気軽にご利用いただけます。 

 

国道 184 号（旧国道 9 号） 

出雲高校 

 

大念寺 

酒店 

至松江

matue 

matu

松江 

至大田 

出雲一中 

出雲商工会議所  

● ●出雲中央図書館 

高瀬川 

出雲科学館 

 衣
料
品
店 

● 

●ホテル 

 

出雲科学館パークタウン前駅 

学習塾 

くすのきプラーザ 

くすのき広場 駐車場 

くすのきプラーザ 

第２駐車場 

●居酒屋 
焼肉店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くすのきプラーザ利用のご案内 

気になるワードをチェック！ 
 

 

 

 

多目的室（洋室北面）・・・ ５００円／１Ｈ 

多目的室（洋室南面）・・・ ８１０円／１Ｈ 

多目的室（洋室全面）・・・１３２０円／１Ｈ 

会 議 室（和  室）・・・ ５００円／１Ｈ 

※営利目的で使用の場合、上記の２倍です。 

※冷暖房費は使用料金の３割です。 

※予約は２か月前から受け付けます。 

 

2023年 9月 13日に第 2次岸田第 2次改造内閣が発足しました。今回 19名の閣僚

（内閣を構成する各大臣）のうち、女性は過去最多にならぶ 5 名が入閣しました。

2001年 4月の小泉内閣、2014年 9月の第 2次安倍改造内閣で 5名が女性閣僚でした。 

今回の政権では、女性の入閣が増えた一方で、2001 年に現行の副大臣・政務官制

度が始まって以来初めて、内閣発足時の女性起用が 0名となりました。 

クオータ制のメリットとデメリット 

クオータ制とは… 

人種や性別、宗教などを基準に一定の比率で人数を割り当てる

制度のこと。クオータ（quota）とは、ラテン語に由来する英語で

「割り当て、分担、取り分」などの意味がある。四分の一を意味

するクオーター（quarter）とは異なる。 

政治分野を含め、女性の社会参画を考えるとき、クオータ制の

導入について、よく議論されます。 
 

 

＜メリット＞ 

〇女性の社会進出の促進 

能力のある女性が正当に評価され、責任ある 

ポジションにつくことができる。 

〇社会環境の整備 

 女性が働きやすい環境を作ることによって、 

社会全体の環境整備が行われる。 

＜デメリット＞ 

〇公平な人選ができなくなる可能性 

 数値目標をクリアするために、公平な人選がで

きなくなる可能性がある。 

〇逆差別を生む可能性 

 女性であるという理由だけで女性が優先され

る可能性がある。 

クオータ制 

男女格差をなくすために、まずは女性のスタート地点を男性と同じにすることが必要か

も知れませんね。 


